
１．都道府県医療費適正化計画

 高齢者医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第9条第7項の規定により、都道府県は、都道府県

医療費適正化計画を作成又は変更する際には、保険者協議会に協議しなければならないこととされており、

都道府県は、保険者協議会を通じて保険者との連携を図る必要がある。

 2023（令和５）年7月20日に国から「医療費適正化基本方針」が告示され、現在、都道府県において第4期

医療費適正化計画（2024～2029年度）の策定作業中。2024年3月末までに都道府県が「都道府県医療費適

正化計画」を策定し、国は都道府県の計画を積み上げて「全国医療費適正化計画」を策定する。

２．協会の参画状況

● 支部においては、都道府県の医療費適正化計画策定プロセスに関与（医療費適正化計画の検討会への参画、

保険者協議会での意見発信等）し、意見発信に努めている。

● 協会としてエビデンスに基づく積極的な意見発信を行うため、医療費適正化基本方針で新たに追加された事

項に関するデータ等（下記）を本部において作成し、支部に提供したところ。

・喫煙率

・成分別バイオシミラー置換え率

・急性気道感染症に対する抗菌薬処方

・急性下痢症に対する抗菌薬処方

・白内障手術の外来での実施率

・化学療法の外来での実施率

都道府県医療費適正化計画への参画状況について
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